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■特定計量器定期検査の日時・場所

ＪＡ西条　氷見支所

10：30～12：00
９月１日㈭

ＪＡ西条　橘支所

13：30～15：00

ＪＡ西条　大町支所

10：00～15：00９月２日㈮

ＪＡ西条　神戸支所

10：30～11：30
９月５日㈪

ＪＡ西条　中央支所

13：00～15：00

吉岡公民館10：30～12：00
９月６日㈫

ＪＡ西条　飯岡支所

13：30～15：00

９月７日㈬

ＪＡ周桑　石根支所

10：00～15：00

小松総合支所

10：00～12：00９月８日㈭

中川公民館

９月９日㈮

田野公民館

三芳公民館

10：30～15：00

９月12日㈪

壬生川公民館

丹原総合支所

10：30～12：00

９月13日㈫

周布公民館

13：30～15：00

国安公民館

10：30～15：00

10：30～12：00

９月15日㈭

９月14日㈬
13：30～15：00

10：00～15：00

日　　　時 場　　　所

　

商
品
な
ど
の
取
引
や
業
務
上
の

証
明
行
為
に
使
用
さ
れ
る
特
定
計

量
器
（
は
か
り
）
は
、
計
量
法
に

よ
り
２
年
に
１
度
の
定
期
検
査
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
定
期
検
査
を
受
け
な
い
特

定
計
量
器
や
検
査
で
不
合
格
と
な

っ
た
特
定
計
量
器
を
取
引
や
証
明

に
使
用
す
る
こ
と
は
、
計
量
法
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

定
期
検
査
は
左
記
の
日
程
で
実

施
し
ま
す
。
特
定
計
量
器
を
使
用

し
て
い
る
方
は
、
必
ず
検
査
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。　

※
家
庭
で
使
用
し
て
い
る
体
重
計

　

や
キ
ッ
チ
ン
ス
ケ
ー
ル
な
ど
は

　

検
査
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
手
数
料

　

５
０
０
円
か
ら
３
７
０
０
円
程

度
で
す
。

※
特
定
計
量
器
の
種
類
に
よ
っ
て

　

異
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

市
民
相
談
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
９
３

○
各
総
合
支
所
総
務
課

　

総
務
調
整
係

○
愛
媛
県
計
量
検
定
所

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
４
７

－

４
０
０
１

　　

心
身
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
児
童
を

監
護
す
る
父
親
か
母
親
、
養
育
者

に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

■
受
給
資
格

○
児
童
が
障
害
を
受
給
事
由
と
す

　

る
公
的
年
金
を
受
け
て
い
な
い

　

こ
と

○
障
害
者
が
20
歳
未
満
で
あ
り
、

　

法
律
で
定
め
る
程
度
の
状
態
で

　

あ
る
こ
と

○
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

　

入
所
し
て
い
な
い
こ
と

○
監
護
す
る
人
の
所
得
が
限
度
額

　

を
超
え
て
い
な
い
こ
と

■
支
給
金
額

○
障
害
の
程
度
が
１
級
の
場
合　

　

月
額
５
万
５
５
０
円

○
障
害
の
程
度
が
２
級
の
場
合

　

月
額
３
万
３
６
７
０
円

■
現
況
届

　

手
当
受
給
中
は
、
年
１
回
の
所

得
状
況
届
が
必
要
で
す
。

■
申
請
先

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

現
況
届
は
、
引
き
続
い
て
児
童

扶
養
手
当
の
受
給
資
格
が
あ
る
か

を
確
認
す
る
も
の
で
す
。
現
況
届

を
し
な
い
と
８
月
分
以
降
の
手
当

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
、
必
ず
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が
必

要
な
方
へ
は
、
８
月
初
旬
に
現
況

届
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

■
届
出
期
間

　

８
月
１
日
㈪
～
31
日
㈬

■
届
出
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
証
書
、
世
帯
全
員
の
住

民
票
の
写
し
な
ど
。

　

児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止

適
用
除
外
事
由
届
出
書
（
緑
色
の

用
紙
）
が
届
い
て
い
る
方
は
、
関

係
書
類
を
添
え
て
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
届
出
先

　

お
住
ま
い
の
地
域
で
届
出
先
が

異
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
西
条
地
域
の
方

　

市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

子
育
て
支
援
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
３
７

○
東
予
地
域
の
方

　

東
予
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係

○
丹
原
地
域
の
方

　

丹
原
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
福
祉
係

○
小
松
地
域
の
方

　

小
松
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
福
祉
係

　

結
婚
50
周
年
（
金
婚
）
を
迎
え

ら
れ
る
ご
夫
婦
を
、
老
人
福
祉
大

会
（
９
月
29
日
㈭
に
総
合
文
化
会

館
に
て
開
催
予
定
）
で
お
祝
い
し

ま
す
。
該
当
さ
れ
る
ご
夫
婦
は
、

ぜ
ひ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象　

昭
和
36
年
に
婚
姻
届
を

さ
れ
た
ご
夫
婦

■
届
出
方
法　

　

担
当
課
、
各
公
民
館
に
あ
る
届

出
書
に
て
、
８
月
23
日
㈫
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
高
齢
介
護
課

　

長
寿
・
い
き
が
い
対
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
９
２

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査

特
別
児
童
扶
養
手
当
を

支
給
し
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

結
婚
50
周
年
の

金
婚
式
を
お
祝
い
し
ま
す


